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（７）大和リース株式会社 

「地域活性化事業～まちスポ」 （ヒアリング日：令和３年４月 21 日） 

 

●取組の目的 

商業施設（ショッピングセンター）は社会インフラ＝公器であるという認識の下、

単なる買い物の場から地域コミュニティ創出の場とすることを目的に設立。 

 

 

 

●特定非営利活動法人「まちづくりスポット」の運営組織形態 

大和リースが所有し運営する商業施設内に、地域の住民やＮＰＯなどが交流できる

スペースを設け、その交流スペース「まちスポ」を運営するために地域のＮＰＯと協

働で新たなＮＰＯ「まちづくりスポット」を設立。 

商業施設内の交流スペース「まちスポ」を地域の住民やＮＰＯなどに提供するだけ

でなく、新たなＮＰＯ「まちづくりスポット」に大和リースの社員が運営に参画し、

「ヒト・モノ・カネ・情報」の提供も行うことにより、地域の様々な活動に対してス

ピーディーな支援体制を構築している。 
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●「まちスポ」のスキーム 

新たに設立したＮＰＯ「まちづくりスポット」は、地域の商店街、住民、ＮＰＯ、

テナント企業、学校のほか地域行政とも連携し、商業施設内の交流スペースを活用し

た情報提供などの取組をそれぞれと連携して実行している。 

現在、大和リースの全国 11 か所の商業施設で展開・事業化されている。商業施設

に地域コミュニティ創出の場ができることにより、商業施設の魅力アップ（集客力の

向上等）が図られ、商業施設のテナント企業へのアピールにもつながっている。 
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■ ＷＧとしてのまとめ 

 

 

 

 

 

 

  

【取組の目的】 

◎商業施設は社会インフラ＝公器であるという認識の下、単なる買い物の場から

「地域コミュニティ創出の場」とすることを目的としている。 

【取組の特徴・行政との連携】 

◎商業施設内の交流スペースを運営する中間支援ＮＰＯ「まちづくりスポッ

ト」を設立し、地域の住民やＮＰＯなどに交流スペースを提供。 

◎ＮＰＯ「まちづくりスポット」に大和リースの社員が運営に参画し、「ヒト・

モノ・カネ・情報」の提供も行うことにより、地域の様々な活動に対してスピ

ーディーな支援体制を構築。 

【情報提供の取組】 

◎ＮＰＯ「まちづくりスポット」は、地域の商店街、住民、地域のＮＰＯ、テ

ナント企業、学校のほか地域行政とも連携。商業施設内の交流スペースを活

用した情報提供などの取組をそれぞれと連携して実行。 

◎「まちづくりスポット」では、例えば、介護関連講座、非常食ワークショップ

等の防災イベント、子供向け絵本展等を開催。 

【取組の意義】 

◎全国 11 か所の商業施設で展開・事業化。広大な駐車場がある商業施設に地域

コミュニティ創出の場ができることにより、商業施設の魅力アップ（集客力

の向上等）が図られる。 
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（８）京都信用金庫 

「コミュニティ・バンク」 （ヒアリング日：令和３年５月 27 日） 

 

●「コミュニティ・バンク」がめざす経営姿勢 

顧客志向の経営姿勢を追及する、みんなで寄ってたかってソーシャルな地域をめざ

す、金融サービスを通じて地域社会における「社会的紐帯」や人々の絆を育むことを

基本理念とする、他。 

 

 

 

●金融機関の役割の変化 

金融機関の役割として、決済機能や仲介機能というこれまでの金融機関の役割に加

え、これからの金融機関の役割として課題解決機能が必須。課題解決機能とは、お客

様の事業の課題を解決したり、地域の社会課題を解決する機能。  
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●取組事例 「くらしのマッチング掲示板」 

職員が店頭窓口で顧客から聞いた困りごとや知りたい情報などを顧客の個人情報を

伏せた上で、職員専用のイントラネット掲示板に書き込むと閲覧した別の職員が返答

して、解決策を提供する取組み。令和３年４月の１か月を例にとると、238 件のテー

マに対し、5,343 件の返信があった。 

 

●取組事例 「ビジネスマッチング『ＱＵＥＳＴＩＯＮビル』」 

令和２年 11 月にオープン。ビル丸ごとイノベーションを起こすための創発拠点に

しようという考え方のもと、ビジネスマッチングを会員同士で自由に行うもの。会員

から質問があると、ネットワークと知見を持ったアソシエイトパートナーと協議を

し、48 時間以内に回答するという取組み。48 時間では解決できない質問に対して

は、必要に応じてその質問者も含めてプロジェクト方式で解決をしていく。 

 

■ ＷＧとしてのまとめ 

 

 

 

 

 

 

  

【取組の目的】 

◎「コミュニティ・バンク」として、顧客志向の経営姿勢を追及する、みんなで

ソーシャルな地域をめざす、金融サービスを通じて地域社会における「社会的

紐帯」や人々の絆を育むことなどを理念とした経営姿勢。 

【社内体制】 

◎経営トップ自らが率先して取組をリード、実現に向けた対話型経営を実施。 

◎顧客との信頼関係構築のために、従業員のモチベーションの高い職場風土を目

指している。「職員全員でお客様の方向を向く。」「理念・風土・人」を整える。 

◎金融機関の役割として、決済機能や仲介機能というこれまでの金融機関の役

割に加え、これからの金融機関の役割として課題解決機能が必須。課題解決機

能とは、お客様の事業の課題を解決し、地域の社会課題を解決する機能。 

【情報提供の取組】 

◎顧客の悩みや日々の暮らしの困りごとの解決に向け、職員専用のイントラネ

ットを通じて返信する仕組み「くらしのマッチング掲示板」を用い、顧客の課

題解決に必要な生活情報・解決策を提供。 

◎「ビジネスマッチング」を行う場「ＱＵＥＳＴＩＯＮビル」の運営により会

員個人や事業者の課題解決に貢献。 

【取組の意義】 

◎地域・社会貢献活動により従業員のモチベーションがより向上し、本業への

集客効果・利益還元が見込まれる。 

◎地域社会・住民、顧客からの信頼獲得、それによる企業価値の向上。 
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（９）株式会社高知銀行 

「お客さま（消費者）保護等の取組」 （ヒアリング日：令和３年５月 27 日） 

 

●取組の目的 

独自の「こうぎんＳＤＧｓ」宣言を制定し、地域の持続可能性の向上と経済の活性

化に貢献するため地域との協働を展開していく。 

 

●取組事例 

地域の学校や教育委員会等と共同で子ども向け金融セミナーを開催。 
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認知症の方やその家族が安心して暮らし続けられる地域づくりに貢献するため、新

入行員全員が認知症サポーターとなっている。 

 

 

■ ＷＧとしてのまとめ 

 

 

 

 

 

 

  

【取組の目的】 

◎地域の発展と暮らしの向上に貢献することを経営理念としている。 

◎独自の「こうぎんＳＤＧｓ」宣言を制定し、地域の持続可能性の向上と経済の

活性化に貢献するため地域との協働を展開していく。 

【情報提供の取組・行政との連携】 

◎地域の学校と協定を締結し、子ども向け金融・科学セミナーを開催。お金の仕

組みや日本銀行の役割等について、クイズ形式等で学習。 

◎支店にコーヒー店を併設し「カフェバンク」として運営。スペースの一部で、

年間計画を立て、時節や旬の話題、顧客ニーズを意識した内容（健康や金融

等）のイベントやセミナーを開催。地域の住民が交流し、幅広い世代が集まる

施設を目指している。 

◎認知症の方やその家族が安心して暮らし続けられる地域づくりに貢献するた

め、新入行員全員が認知症サポーターとなり、営業店に配属。認知症サポータ

ーとして情報発信。 

【取組の意義】 

◎地域社会・住民、顧客からの信頼獲得、それによる企業価値の向上。 

◎本業への集客効果・利益還元が見込まれる。 
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■ 事業者ヒアリング結果まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の目的】 

◎全ての事業者（販売店を含む）は、地域に密着し、地域社会や住民の社会的課題

解決、地域づくりのために取組を実施している。 

【社内体制・取組体制】 

◎社内体制として、本社が主導し全国的に取組を実施しているもの、会社の方針や

経営トップの強いリーダーシップの下で実施しているもの、単なる地域・社会貢献

から一歩進めて事業化しているもの、地域の販売店等の地域・社会貢献活動の支援

策として行っているもの等があった。 

【取組の特徴】 

◎全ての事業者は、店舗や配送網等の「場」を活用し「本業を通じ」自ら企画・立

案して自主的に地域・社会貢献活動を行っている。 

【地域・社会貢献活動の中での情報提供の取組】 

◎多くの事業者では、セミナーや学習会の実施やチラシを手渡しする等の方法で、

直接、顧客や地域住民等に情報を提供している。 

◎提供する「情報」は、高齢者向けの福祉や防犯の分野が多く、消費者関連情報の

活用は少ない。 

【行政との連携】 

◎多くの事業者が、事業者や販売店等と地域行政との間で、包括連携協定や連携協

定を締結している。 

◎事業者の「場」において、顧客や地域住民等に情報を提供するに際し、地域行政、

警察、地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携して、取組を実施している。 

【取組の意義・社会貢献活動】 

◎地域社会や住民との間で信頼関係が醸成され、それにより企業価値が高まること

で、従業員の意識や満足度が向上するとともに、本業への集客効果・利益還元が見

込まれる。 

【取組の意義・行政との連携】 

◎行政との連携により、地域社会や住民からの安心感・信頼感が増す。 

◎自社にないリソースやノウハウの活用が可能となる。 

【社会貢献活動を行う際の行政への要望】 

◎事業者向け窓口を創設し、地域・社会貢献活動に関する取組について相談・交渉

する窓口を一本化してほしい。 

◎事業者と地域行政との一層のコミュニケーション・対話が必要であり、行政側に

事業者の考えを理解してもらい、その上で、地域・社会貢献の取組を実施したい。 

 




